
 

令和２年度 宜野湾市会計年度任用職員  

 日本人英語指導員（JTE）募集要項 

 

１ 募集職種  

   日本人英語指導員 （小学校）  

  ※雇用形態：会計年度任用職員 （パート）  

 

２ 募集期間  

    定員に達し次第締切 

  ※受付は土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時から午後４時までです。 

   

３ 応募資格  ※応募者は、以下の項目を満たしていること。 

 （１）就労制限なしの在留資格を有する者、または「教育」或いは「技術･人文知識･国際業務」  

    の在留資格を有する者。（外国人応募者の場合） 

 （２）短期大学または４年生大学卒業者（またはそれに準ずる資格等を有する方） 

 （３）英語を母国語もしくは第２言語としている者、または英語運用能力を有する者 

 （４）所属長・配置校の教職員の指示に従える者 

 （５）学校行事や課外活動に積極的に参加できる者 

 （６）就労上の懲戒処分や不法な行為の経験がない者 

 

４ 勤務内容 

 （１）市内小学校の英語授業の指導補助 

 （２）外国語教材作成の補助 

 （３）外国語担当教員に対する現職研修への補助 

 （４）特別活動及び課外活動への協力 

 （５）その他所属長が必要と認める職務  

  

５ 任用期間   

   任用開始日 ～ 令和３年３月３１日  

  ※任用期間の更新有り。但し、本市委員会が更新有無を判断します。 

   

６ 勤務条件 

 （１）勤務時間 原則 月曜日～金曜日 午前８時１５分～午後４時４５分（７.５時間） 

    ※土曜日・日曜日及び祝日、慰霊の日、年末年始はお休みです。 

    ※各学校で日課が異なるため、勤務時間が変更になる場合もあります。 

    ※夏休み中の勤務はありません。（無給） 

 （２）勤務地 原則配置校（１校）のみでの勤務 

 （３）給 与  時給 １, ５４５ 円 ～     

 （４）諸手当 

     ① 期末手当（年 2回） 

     ② 通勤手当（職員基準に準ずる） 

      通勤に自動車その他の交通の用具を使用する場合、支給 （※片道距離２km以上） 

 



  

  （５）有給休暇 

    〇年次休暇 

    〇病休、夏季休、子の看護休暇（小６児童まで）、忌引休暇等  

 （６）保険等 

    雇用保険、健康保険、厚生年金への加入必須。 

    ※健康保険料及び厚生年金料等がその月の給与支給額から差し引き出来ない場合、翌月の 

     給与から翌月分と一緒に（計２ヶ月分）天引きされます。 

     ８月は、勤務を要せず無給となり９月の給与が支払われない為、１０月の給与から、 

     ２ケ月分（９月、１０月）の健康保険料・厚生年金料等が天引きされます。 

 

７ 応募方法 

 （１）提出書類 

     ① 宜野湾市会計年度任用職員申込書 

        ※申込書は宜野湾市教育委員会ホームページで入手して下さい（PDF）。 

     ② 大学卒業証書の写し 

     ③ パスポートの写し（外国人応募者のみ） 

     ④ 外国人登録証の写しまたは在留カードの写し（外国人応募者のみ） 

     ⑤ 教員免許状や外国語指導に関する資格等の証書の写し（資格保持者のみ） 

     ⑥ 推薦書（該当者のみ） 

     ⑦ 運転免許証の写し（免許保有者のみ）           

（２）提出先 

    宜野湾市教育委員会 指導課 （宜野湾市上下水道局２階） 

    宜野湾市字野嵩７３０番地   電話：０９８－８９２－８２８９  

    ※上記提出書類①～⑦を、宜野湾市教育委員会へ直接持参して下さい。 

     郵送・FAX・Eメールでの受付は行いません。 

    ※書類提出前に、担当（玉城）の方までお電話ください。 

 

８ 面接について 

（１）１人１５～２０分、（小学生を対象とした模擬授業を３分程お願いします。） 

（２）ホワイトボード、マーカー、マグネットは市委員会が準備します。 

   教材等は各自準備してください。 

 

９ 面接会場 

   宜野湾市教育委員会 指導課 （宜野湾市上下水道局２階） 

   宜野湾市字野嵩７３０番地  

 

１０ 備考  

  本事業予算は３月議会の承認を経て決定されるため、採用内示についてはあくまで内定とし   

  て取り扱われるため、確定でないことをご了承ください。 


